
情報システム学会 メールマガジン 2012.2.25 No.06-11 [9] 
連載 著作権と情報システム 

第 35 回 文化庁案 著作権審議会第六小委員会中間報告(27) 
 
 

- 1 / 1 - 

連載 著作権と情報システム 第 35 回 

司法書士／駒澤大学 田沼 浩 

 
１．著作物 

[3] 文化庁案「著作権審議会第六小委員会（コンピュータ・ソフトウェア関係） 

       中間報告」（27） 
 

「中間報告の結論」著作権法におけるコンピュータ・ソフトウェアの保護の問題に関す

る対策 

５．プログラムの翻案の明確化  

 繰り返しになるが、二次的著作物を創作するため、その原著作物を利用するための権

利を翻案権という。他の著作物と同様に、プログラムのアルゴリズム（わかり易く書く

と、プログラムの発明的な要素）を著作権法は保護しない。このことから、プログラム

からアルゴリズムを解析して、改良プログラムを作成すれば、新たな著作物となる。検

討すべきものとはなったものの、結局、中間報告では解釈指針などの必要な措置を講ず

ることが望ましいとしながらも、法律改正にまで至っていない。その後、ハードウェア

と関連性があれば、一部のプログラムのアイデアも特許（ソフトウェア特許）が認めら

れるようになった。そのため、プログラムの翻案について、議論されることは少なくな

っている。一方、オープンソフト、フリーソフトなど著作権を留保した形で翻案を認め

るような動きも活発化している。YouTube やニコニコ動画など、二次的著作物の議論

の中心はコンテンツであるが、プログラムの翻案についても、今後、法整備が求められ

る可能性はある。 
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